
緊急事態宣言※１で影響を受けた皆様へ

中小法人・個人事業者に向けた のご案内

〇申請に際し、申請書類とは別に以下のような書類の保存が必要です。

① 宣言地域内で時短営業している飲食店と取引がある場合

・その飲食店と、2019年1～3月及び2020年1～3月の各期間において、
複数回の取引を行っていることを示す帳簿書類・通帳

② 緊急事態宣言に伴う外出自粛の影響で売上が減少した場合

・個人顧客との継続した取引を示す帳簿書類・通帳
・宣言地域の個人顧客と2019年1～3月及び2020年1～3月の各期間に
おいて複数回の取引をしていることが分かる顧客データ・顧客台帳、
又は自ら実施した顧客調査の内容

〇申請は、一次支援金HP又は申請サポート会場から行えます。

・中小企業庁 一次支援金HP：https://ichijishienkin.go.jp/
・申請サポート会場：グランスクエア津１階（AM9:00～PM5:00）
※ サポート会場での申請には事前予約が必要です。
一次支援金HPの予約フォームまたは下記の電話予約口から予約をお願いします。

お問合せ・相談窓口・申請サポート会場電話予約口
０１２０－２１１－２４０

（AM8:30～PM7:00、土日祝日含む前日対応）

〇 緊急事態宣言発令地域（愛知・岐阜県を含む11都府県）にある飲食店からの売上や、宣言
地域からの顧客（観光農園の来客等）からの売上げ減少が当該月の売上全体の50％以上となる
場合に限られます。

https://ichijishienkin.go.jp/

